
福岡市日本語教室補助金交付要綱 

（通則） 
第１条 福岡市日本語教室補助金（以下「補助金」という。）の交付については、福岡市補

助金交付規則（昭和４４年福岡市規則第３５号、以下「規則」という。）に定めるものの
ほか、この要綱に定めるところによる。 

（目的） 
第２条 この補助金は、外国人にも住みやすく活動しやすいまちづくりを推進するため、外

国人を対象としたボランティアによる日本語教室を運営する団体に対し補助金を交付す
ることにより、そのボランティア活動の充実を図るとともに、多様な日本語学習の機会提
供に資する環境整備を促進することを目的とする。 

（補助対象団体） 
第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象団体」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する団体とし、教室の実施場所ごとに 1 団体とみなす。但し、オンライン
教室のみを実施する団体は 1 団体とみなす。 

（１）福岡市において、広く外国人を対象としたボランティアによる日本語教室を主催する
団体であること。 

（２）活動目的、代表者など団体運営に必要な事項について定めがあること。
（３）営利その他の私的な利益を目的としていないこと。
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない又は同条第６号に規定する暴力
団員ではない者で構成する団体であること。 

（５）国、地方公共団体及び公益団体等から補助金等を受ける予定のないこと。ただし、他
からの補助金等の内容と重複していないことを書面で確認できる場合は、この限りで
はない。また、補助金の交付申請日時点において、福岡市（以下、「市」という。）また
は福岡よかトピア国際交流財団から日本語教室の運営に係る支援を別途受けていない
こと。 

（６）団体の活動内容が公序良俗に反しないこと。
（７）市町村税を滞納していないこと。
（８）前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められないこと。
２ 補助対象団体は、公募により募集する。

（補助対象事業） 
第４条 補助金を交付する対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号

のすべてに該当し、補助対象団体が主催するボランティアによる日本語教室とする。 
（１）対面又はオンラインにより原則として週１回程度かつ月２回以上開催し、1 回あたり

の開催時間は 60 分以上であること。 

（２）開催日は、曜日を固定するなど工夫し、広く周知すること。
（３）その活動は無償またはきわめて低廉な料金により実施されており、営利目的ではない

こと。 
（４）特定の政党その他の政治的団体又は宗教を支持し，又はこれに反対する等の活動でな

いこと。 
（５）学習者の概ね半数以上は、福岡市内に在住、通勤又は通学している者であること。 



 
（補助対象経費） 
第５条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費（以下「補助対

象経費」という。）のうち、次の各号のいずれかに該当する経費であって、別表に掲げる
経費とする。 

（１）オンライン環境整備に係る費用 
（２）研修開催などボランティアスタッフのスキルアップに資する費用  
（３）教室実施に係る費用 
（４）託児サービス利用に係る費用 
 
（補助金の額） 
第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１とする。ただし、１年度につき次に掲げる

区分に応じた金額を限度（以下「補助金限度額」という。）とし、予算の範囲内で市長が
決定し交付する。 

区分 補助金限度額 

１．前条（１）から（３）の合計額 8 万円 

２．前条（４） １０万円 

２ 申請日から遡って１年以内に補助対象となる教室を開始した団体については、第 1 項
に掲げる区分１の補助金限度額に4万円を加算した額を補助金限度額とする。ただし、
補助対象となる教室を開始するにあたり、市または福岡よかトピア国際交流財団が一
部または全部の経費を支出した団体を除く。 

３ 交付する補助金の総額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 
（補助金の交付申請） 
第７条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、福岡市日本語

教室補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、年度ごとに指定する期
日までに市長に提出しなければならない。 

（１）団体概要書（様式第１－１－１号） 
（２）ボランティア名簿（様式第１－１－２号） 
（３）活動計画書（様式第１－２号） 
（４）収支予算書（様式第１－３号） 
（５）申請団体の規約 
（６）その他市長が必要と認める書類 
２ 第 8 条第 3 項に掲げる事前交付を求める場合は、第 1 項に掲げる書類に加えて資金計

画書（様式第１－４号）を市長に提出しなければならない。 
３ 申請者が課税事業者である場合、第１項に定める申請書を提出するにあたって当該補

助金に係る仕入れに係る消費税相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税
に相当する額のうち消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費
税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に
規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。
以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなけれ
ばならない。ただし、申請時において当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかで
ない場合については、この限りではない。 

 
（補助金の交付決定） 



第８条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、交付すべきものと
認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、福岡市日本語教室補助金交付決定通知書
（様式第２号）をもって当該申請団体に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を
加えて補助金の交付を決定することができる。 

３ 市長は、交付決定後、規則第１７条第１項ただし書きにより、補助金の２分の１につい
て、事前に支払うことができる。 

 
（補助金の交付条件） 
第９条 市長は、前条の決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を付するも

のとする。 
（１）補助対象事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更（市長が認める軽微な変更を除

く。）をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。 
（２）補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。 
（３）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 
（４）別表（４）に掲げる経費を対象とした補助金を交付するのは、看護師または保育士の

資格を有する者による補助対象団体外の託児サービスを有償で利用する場合に限ること。 
２ 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件の 

ほか、必要な条件を定めることができる。 
３ 補助金の交付決定を受けた団体（以下「補助団体」という。）は、第１項の規定による承 
 認を受ける場合においては、あらかじめ、福岡市日本語教室補助金交付決定内容変更等承 
 認申請書（様式第３号）を市長に提出しなけなければならない。 
 
（補助金の実績報告） 
第 10 条 補助団体は、年度ごとに指定する期日までに、福岡市日本語教室補助金実績報告

書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
（１）活動報告書（様式第４－１号） 
（２）収支決算書（様式第４－２号） 

（３）補助対象経費各項目の領収書等 

（４）その他参考書類・写真等 
２ 第７条第３項ただし書きに該当する場合、補助団体は、第１項に定める実績報告書を提

出するに当たって、本補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、こ
れを補助額から減額して報告しなければならない。 

３ 第７条第３項ただし書きに該当する場合、補助団体は、第１項に定める実績報告書を提
出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税相当
額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合は、その金額が減額し
た額を上回る部分の金額）を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第５
号）及び積算内訳報告書（様式第５－２号）並びに報告の内容が記載された概要（様式第
５－３号）により速やかに市⾧に報告するとともに、市⾧の返還命令を受けて、これを返
還しなければならない。 

 
（補助金の額の確定） 
第１１条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その報告が補助金の交付決定の内容及びこ 

れに付した条件に適合するかどうか福岡市日本語教室補助金実績調査確認書（様式第６



号）をもって調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当
該補助団体に福岡市日本語教室補助金確定通知書（様式第７号）をもって通知しなければ
ならない｡ 
 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 
第１２条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部

または一部を取り消すことができる。既に補助金が交付されているときは、期限を定めて
その返還を請求するものとする。 

（１）偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 
（２）補助金を他の用途に使用したとき。 
（３）その他補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。 
２ 前項の返還の期限は、返還を請求した日から２０日を超えない範囲内で定めるものとす

る。その通知は、福岡市日本語教室補助金返還請求通知書（様式第８号）によって行う。 
 
（関係書類の整備） 
第１３条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該

帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておかなければならない。 
２ 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、前項の帳簿及び証拠書類を随時

検査することができる。 
 
（委任） 
第１４条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務企画局長が定めるものとする。 
 
附則 
（期間） 
１ 本要綱は、令和５年７月１日から施行する。 
２ 本要綱は、令和８年３月３１日をもって廃止する。なお、終期到来後の継続については、

その必要性の検証を踏まえたうえで、終期到来までに判断するものとする。 
附則 
（施行期日） 
１ 本要綱は、令和６年６月１日から施行する。 
２ 本要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 

  



別表 
＜補助対象経費＞ 
いずれも、補助対象事業以外に使用される場合があるものを除く。 

経費区分 支出科目 内  容 

（１）オンライン環境整備に係る費
用 

雑役務費 
借料及び損料 

・Zoom 等、オンライン日本語教
室に必要な WEB ツールのライ
センス料  
・モバイル Wi-Fi レンタル料 

（２）研修開催などボ
ランティアスタッフ
のスキルアップに資
する費用 

①団体で研修を開催する場合 

 諸謝金 ・外部講師依頼に係る謝礼 

旅費・交通費 ・外部講師依頼に係る交通費 

消耗品費 ・広報チラシ用紙、事務用品購入
など   

通信運搬費 ・資料の送付費用（切手、郵送料） 

借料及び損料 ・研修開催に必要な会議室の借
料 

会議費 ・研修講師等に提供する茶代 

雑役務費 ・チラシ、資料等印刷費 

②ボランティアスタッフが他団体主催の研修を受講する場合 

 負担金 ・研修受講料 

（３）教室実施に係る費用 消耗品費 ・教材購入費（図書、辞書、DVD
等）  
・用紙、事務用品購入費など 
※個人が所有することとなるも
のを除く 
 

 諸謝金 ①学習者への指導やボランティ
アへの支援を行う日本語教師
（有資格者）に対する謝礼（注） 
（単価上限：3,800 円/時間） 
②教室に参加するボランティア
スタッフに対する謝礼（単価上
限：1,000 円/回・人） 
※補助対象事業となる日本語教
室の開催時間の従事への謝礼に
限る。 
※団体の規則に定めた支払基準
及び単価基準を元に支払われた
謝礼金に限る。 

 借料及び損料 ・会場の利用料 
・会場利用に付随する設備・機材
使用料、光熱水費、空調使用料 
※教室実施に係る利用に限る。 
 



経費区分 支出科目 内  容 

 通信運搬費 ・教材、資料等の送付費用（切手
代、郵送料等） 
・消耗品等を購入した場合の送
料 

（４）託児サービス利用に係る費用 諸謝金 ・託児スタッフに対する謝礼金 
 

 
（注）（３）教室実施に係る費用「諸謝金」①に掲げる「有資格者」は、以下ア～エの 
   いずれかに該当し、日本語教育に関する専門的な知識・技能を有する者であること。 
 

ア 大学（短期大学を除く。以下この号において同じ。）又は大学院において日本語教
育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当
該大学院の課程を修了した者 

  イ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を２６単位以上修得し、
かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者 

ウ 令和６年３月３１日までに公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語
教育能力検定試験に合格した者 

エ 学士の学位を有し、かつ、日本語教育に関する研修であって適当と認められるもの
を４２０単位時間以上受講し、これを修了した者 

オ 日本語教育機関認定法に基づき、登録日本語教員の登録を受けた者 
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